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午後２時００分 開始 

【冨田都市計画課長】  大変お待たせいたしました。それでは、第２４１回港区都市

計画審議会の開会をお願いいたします。 

 本日は、あらかじめ、桒原委員におかれましては、所用のため欠席との連絡が入って

ございます。また、池田委員、望月委員、大瀧委員は遅れるとの連絡をいただいてござ

います。加藤委員は、ご連絡をいただいておりませんが、遅れているようでございます。 

 また、愛宕警察署長の早乙女委員でございますが、２月１７日付のご退任に伴いまし

て、後任の山本英治署長が委員に就任されております。 

 それでは、開会に先立ちまして、新たに都市計画審議会委員にご就任されました山本

委員に、武井雅昭区長から発令通知書をお渡しいたします。本日は、愛宕警察署長の山

本委員の代理として、金盛交通課長代理が出席されております。自席でお待ちください。 

 それでは、区長、よろしくお願いいたします。 

 愛宕警察署長の山本委員の代理の金盛交通課長代理でございます。 

（区長発令通知書手交） 

【冨田都市計画課長】  山本委員の任期でございますが、平成３２年３月３１日まで

となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、武井雅昭区長から、委員の皆様にご挨拶を申し上げます。 

【武井区長】  皆様、こんにちは。港区長の武井雅昭です。 

 本日は、年度末の大変お忙しい中をご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 さて、本日諮問いたします案件は、５件です。 

 まず、西麻布三丁目北東地区のまちづくりに関連する案件が４件です。１件目が、西

麻布三丁目北東地区地区計画の決定、２件目が、西麻布三丁目北東地区第一種市街地再

開発事業の決定、３件目が、高度地区の変更、４件目が、防火地域及び準防火地域の変

更です。最後に、環状第二号線新橋・虎ノ門地区のまちづくりに関連する案件といたし

まして、環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の変更です。 

 西麻布三丁目北東地区につきましては、「港区まちづくりマスタープラン」において、

国際性豊かな商業、業務、交流機能の集積と、安全・安心で快適な居住機能が共存し、

多くの人が集うまちづくりを推進する地域に位置づけられています。一方で、地下鉄駅
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周辺等の安全な歩行者ネットワークの形成や、緑や公園等のオープンスペースの確保な

ど、市街地環境や防災性の向上が課題となっております。 

 このたび、第一種市街地再開発事業による土地利用転換の動きに合わせまして、公共

施設を整備し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、周辺市街地

と調和した緑豊かで魅力ある複合市街地を形成するため、関連する都市計画の決定及び

変更を行うものです。 

 次に、環状第二号線新橋・虎ノ門地区につきましては、環状第二号線沿道の「街並み

再生方針」を活用したまちづくりを進め、にぎわいと統一感のある町並みの形成を目指

しております。 

 このたび、個別開発の計画が具体化したことから、街区再編による土地の高度利用を

図るとともに、にぎわい施設や緑化した広場等を整備し、魅力と活力を生み出すまちづ

くりを推進するため、地区計画の変更を行うものです。 

 本日ご審議いただきます案件は、良好な市街地環境の形成を目指す上でまちづくりの

推進に寄与するものと考えております。十分なご検討の上、ご答申をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、私のご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【冨田都市計画課長】  区長は、公用のため退席させていただきます。 

【武井区長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

（区長退席） 

【冨田都市計画課長】  それでは、只腰会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

【只腰会長】  それでは、第２４１回になります港区都市計画審議会を開会いたしま

す。 

 お手元に日程表がありますけれども、本日は、審議事項が５件でございます。 

 初めに、審議事項１から４につきましては、西麻布三丁目北東地区に係る都市計画案。

それから、審議事項５につきましては、環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画に係る

都市計画変更案となっております。 

 それぞれ、順次、事務局からご説明をいただいた後、審議をいたします。おおむね２
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時間程度、１６時を目途に進めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

案件の説明の後に質疑を行います。 

 それでは、初めに、事務局から説明をお願いいたします。 

【冨田都市計画課長】  それでは、最初に、資料のご確認をさせていただきたいと思

います。事前に送付いたしました資料として、資料目録とともに、資料１が「東京都市

計画地区計画西麻布三丁目北東地区地区計画の決定案」の計画図書及び理由書、資料２

が「東京都市計画第一種市街地再開発事業西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事

業の決定案」の計画図書及び理由書、資料３が「東京都市計画高度地区の変更案」の計

画図書及び理由書、資料４が「東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更案」の計画

図書及び理由書、参考資料１が、西麻布三丁目北東地区のまちづくりについてまとめた

資料でございます。資料５が「東京都市計画地区計画環状第二号線新橋・虎ノ門地区地

区計画の変更案」の照会文、計画図書及び理由書、参考資料２が、環状第二号線新橋・

虎ノ門地区のまちづくりについてまとめた資料でございます。 

 続きまして、本日席上に配付しております資料のご確認をお願いしたいと思います。

まず、日程表でございます。次に、区長から当審議会宛ての諮問文の写しがございます。

また、港区都市計画審議会委員・幹事名簿及び座席表がございます。そして、席上配付

資料目録とともに、席上配付資料１が、本日の説明で使用いたします西麻布三丁目北東

地区に係る都市計画案のスライド、席上配付資料２が、西麻布三丁目北東地区に係る都

市計画に対して提出されました意見書の要旨、席上配付資料３が、環状第二号線新橋・

虎ノ門地区に係る都市計画案のスライドを印刷したものでございます。 

 本日の資料は以上でございますが、お手元の資料に不備等はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それでは、審議事項１から４までについては関連する案件であるため、まとめてご説

明させていただきたいと思います。大変恐縮でございますが、着座にてご説明させてい

ただければと思います。 

 それでは、審議事項１「東京都市計画地区計画西麻布三丁目北東地区地区計画の決定

について」、審議事項２「東京都市計画第一種市街地再開発事業西麻布三丁目北東地区第

一種市街地再開発事業の決定について」、審議事項３「東京都市計画高度地区の変更につ
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いて」、審議事項４「東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について」、ご説明さ

せていただきたいと思います。こちらは、全て港区決定の都市計画となります。 

 資料１から資料４の計画図書に沿ってご説明させていただきますが、本日配付いたし

ました席上配付資料１のとおり、イメージ図などのスライドもご用意いたしましたので、

あわせてご覧いただければと思います。 

 最初に、西麻布三丁目北東地区のまちづくりについてご説明させていただきます。 

 大変お手数ですが、スライドをご覧いただきたいと思います。計画地は、図中で、赤

色で着色された範囲となります。当地区は、幹線道路である放射第２２号線六本木通り

や、補助第１０号線テレビ朝日通りに面しており、地下鉄六本木駅の近傍に位置する約

１.７ヘクタールの区域で、交通利便性の高い地域です。 

 次のスライドは、計画地の位置を拡大したものになります。赤色で着色された範囲が

計画地でございます。 

 次に、上位計画における計画地の位置づけでございます。最初に、「港区まちづくりマ

スタープラン」では、歴史、文化を伝える地域資源を保全し、味わいのある町並みを育

成する。また、本地区においては、国際色豊かな商業・業務・交流機能の集積と、安全・

安心で快適な居住機能が共存し、多くの人が集うまりづくりを推進するとしております。 

 次に、「港区緑と水の総合計画」では、補助第１０号線の沿道において緑のネットワー

クを形成するとしております。 

 次に、計画地の現状でございます。まず、計画地の用途地域の指定状況でございます。

計画地の用途地域は、放射第２２号線沿道が商業地域、補助第１０号線沿道が近隣商業

地域、その他は、第二種中高層住居専用地域に指定されております。 

 次に、計画地の道路の状況でございます。緊急輸送道路である補助第１０号線は、計

画幅員が１５メートルですが、未整備であるため歩道が狭くなっております。 

 また、地下鉄六本木駅方面へ向かう交差点には信号機が設置されていないなど、歩行

者の安全性の確保が課題となっております。 

 次に、地区周辺の建築物を構造別に示した現況図でございます。当地区周辺の建物を

構造別に色分けしております。赤色で着色された建物が木造建築物です。また、赤枠に

斜線で示した建物が計画地内にある旧耐震基準の建築物です。緊急輸送道路は、災害が
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発生した直後から、避難、救急、消火活動や支援物資の輸送を円滑に行うことを目的と

してネットワークが構築されております。しかし、本地区における緊急輸送道路沿道の

建物の大半は旧耐震基準の建物であり、防災性の向上が課題となっております。 

 次に、緑や公園等の状況でございます。左の図は、地区内における緑の分布を示し、

右の図は、本地区周辺の公園等の状況を示しております。地区内は、寺社や一部の住宅

地に緑が点在しておりますが、まとまった緑が不足しております。 

 また、本地区の西側においては、オープンスペースが少ない状況であり、市街地環境

の向上が課題となっております。 

 次に、地区内にある寺社の状況でございます。本地区内にある３つの寺社の位置を上

空からの写真に着色しております。右側の写真のように、補助第１０号線に面して入り

口が３カ所ありますが、歴史あるたたずまいや文化的な町並みが保たれておりません。 

 また、歴史、文化を伝える地域の資源を保全し、落ちつきと潤いのある環境形成が求

められております。 

 次に、まちづくりの経緯でございます。平成１６年に、地区内の権利者の方々により、

「まちづくり協議会」が発足いたしました。その後、平成１９年に、まちづくり活動を

行うことを目的とする団体として、港区まちづくり条例に基づく「まちづくり組織」が

港区に登録されております。平成２１年には、まちづくりの理念を定めた「まちづくり

ビジョン」を作成し、港区に登録されております。そして、平成２５年に「西麻布三丁

目北東地区市街地再開発準備組合」が設立されております。 

 それでは、西麻布三丁目北東地区地区計画の内容についてご説明させていただきます。 

 大変お手数ですが、資料１の１ページとスライドをあわせてご覧ください。名称は、

「西麻布三丁目北東地区地区計画」、位置は、西麻布三丁目及び六本木六丁目各地内、面

積は、約１.７ヘクタールでございます。地区の区分として、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区の

３地区に分けております。 

 次に、地区計画の目標でございます。計画地の課題や上位計画を踏まえ、下から５行

目に記載のとおり、土地利用の更新にあわせて補助第１０号線の拡幅整備やまとまりの

ある広場の整備等を行うとともに、幹線道路沿道に相応しい多様な都市機能が集積した

土地の高度利用により、周辺市街地と調和した緑豊かで魅力ある複合市街地を形成する。
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また、エリアマネジメントの取り組みにより、広場等を活用した交流の促進やにぎわい

の創出、公共的な空間の適切な維持管理を行うことで、地域の魅力・価値の持続的な向

上を図るとしております。 

 次に、区域の整備・開発及び保全に関する方針で、最初に、土地利用の方針でござい

ます。土地の合理的かつ健全な高度利用と魅力ある複合市街地の形成を図るため、地区

を３つに区分し、方針を定めております。Ａ地区は、幹線道路に相応しいにぎわいのあ

る街並み形成を図るため、土地の高度利用により、居住・商業・業務・交流等の多様な

機能を導入する。Ｂ地区は、落ち着きと潤いのある環境を形成するため、地域の歴史・

文化資源である神社及び寺院を再整備する。Ｃ地区は、隣接する住宅市街地と調和した

環境を維持するため、寺院の機能及び空間を保全するとしております。 

 次に、公共施設等の整備の方針でございます。まず、道路の整備方針として、交通の

円滑化を図り、安全で快適な歩行空間を確保するため、補助第１０号線を拡幅整備する

としております。 

 次に、広場等の整備方針として、人々の交流やにぎわいの場を創出するとともに、沿

道と一体となった緑あふれるプロムナードを形成するため、広場を整備するとしており

ます。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料１の２ページをご覧ください。上から７行

目に記載のとおり、地域の憩いの場となる空間を創出するとともに、隣接する住宅市街

地と調和した環境を形成するため、緑地を整備するとしております。 

 次に、その他の公共空地の整備方針として、隣接街区や駅施設との連絡性を強化し、

歩行者の安全性、回遊性を高めるため、デッキレベルと地上レベルに歩行者通路を整備

する。また、歩道と一体となった安全で快適な歩行者空間を確保するため、歩道状空地

を整備するとしております。 

 次に、建築物等の整備の方針として、４点定めております。１点目は、隣接する住宅

市街地と調和した魅力ある複合市街地を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物

の容積率の最高限度等を定める。２点目は、道路と一体となったゆとりある歩行者空間

を確保するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定

める。３点目は、良好な街並み景観を形成するため、建築物等の高さの最高限度、建築
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物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。４点目は、周辺市街地と調和した

土地の合理的かつ健全な高度利用のため、Ａ地区とＢ地区において容積を適正配分する。

幹線道路沿道に位置するＡ地区は高度利用を図り、住宅市街地に隣接するＢ地区は中低

層の建築物を整備するとしております。 

 次に、再開発等促進区の土地利用に関する基本方針でございます。Ａ地区は、多様な

住戸タイプの住宅、国際水準の宿泊施設、商業・業務・生活支援施設等の多様な都市機

能を集積する。また、六本木駅方面や周辺市街地と繋がる歩行者ネットワークや緑豊か

なプロムナードを整備し、快適でにぎわいのある複合市街地を形成するとしております。

Ｂ地区は、神社及び寺院を再配置するとともに、Ａ地区と一体となったオープンスペー

スや周辺市街地に配慮した緑地を整備し、緑豊かで趣のある中低層市街地を形成すると

しております。 

 次に、資料１の３ページをご覧ください。主要な公共施設の配置及び規模で、最初に、

広場でございます。広場１－１号は、約６６０平方メートル、広場１－２号は、約１,

６８０平方メートル、広場１－３号は、約６４０平方メートルでそれぞれ定め、広場１

号として、２,９８０平方メートルを定めます。 

 次に、スライドをご覧ください。こちらは、補助第１０号線の北側から見た広場１－

１号のイメージパースでございます。放射第２２号線と補助第１０号線の交差部として、

品格のあるゲート空間を形成するとともに、地域の回遊性を高める歩行者ネットワーク

の結節・滞留空間として整備いたします。 

 次に、補助第１０号線の北側から見た広場１－２号のイメージパースでございます。

建物と一体となったにぎわいを形成する空間を整備いたします。 

 次に、補助第１０号線の反対側、六本木ヒルズ側から見た広場１－２号及び１－３号

のイメージパースでございます。まとまりのある広場が創出され、災害時には、一時避

難スペースとしての活用など、防災性の向上も図れるよう整備いたします。 

 次に、補助第１０号線の南側から見た広場１－２号及び１－３号のイメージパースで

ございます。けやき坂との交差部の新たな街角広場として、日常の憩いや地域の交流の

場として整備いたします。 

 次に、歩行者通路でございます。地区北東側の歩行者通路１号は、幅員３メートル、
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延長約５０メートルをデッキで定めます。地区東側の歩行者通路２号は、幅員２メート

ル、延長約８０メートルをデッキレベルで、地区北側の歩行者通路３号は、幅員２メー

トル、延長約４５メートルをデッキレベルで、地区西側の歩行者通路４号は、幅員４メ

ートル、延長約８０メートルを地上レベルでそれぞれ定めます。 

 次に、スライドをご覧ください。こちらは、北側の六本木通り側から見た歩行者通路

１号のイメージパースございます。赤線で囲んだデッキが歩行者通路１号で、隣接街区

の既設デッキと接続し、安全で快適な歩行空間を形成いたします。 

 次に、地区南側から見た歩行者通路２号のイメージパースでございます。赤枠で囲ん

だ範囲が歩行者通路２号で、建物内にデッキレベルで整備し、歩行者通路１号と連続し、

地区内の回遊性の向上や立体的なにぎわいのある町並みを形成いたします。 

 次に、地区整備計画でございます。最初に、地区施設の配置及び規模で、まず、緑地

でございます。地区南側に、緑地１号を面積約２２０平方メートルで、地区西側に、緑

地２号を面積約５２０平方メートルで、緑地３号を面積約１８０平方メートルで定めま

す。 

 次に、その他の公共空地でございます。地区北側に、歩道状空地１号を幅員５メート

ル、延長約４０メートルで、地区南側に、歩道状空地２号を幅員２メートル、延長約１

０メートルで定めます。 

 次に、スライドをご覧ください。地区南側から見た緑地２号のイメージパースでござ

います。隣接する西側街区への圧迫感の軽減を図り、緑豊かな緩衝空間を創出いたしま

す。 

 次に、大変お手数ですが、１枚おめくりいただきまして、資料１の４ページとスライ

ドをあわせてご覧いただきたいと思います。 

 まず、建築物等に関する事項で、建築物等の用途の制限でございます。Ａ地区では、

風営法第２条第１項各号、第５項に該当する性風俗関連特殊営業の用に供するもの、カ

ラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場、ナイトクラブなどの用

途を制限いたします。Ｂ地区では、神社及び寺院並びにこれらに付属する建築物以外は

建築してはならないと定めます。 

 次に、建築物の容積率の最高限度等でございます。Ａ地区では、建築物の容積率の最



9 

高限度を１０分の９３と定めます。ただし、１０分の６２以上は住宅の用途、１０分の

１５.３以上は宿泊施設の用途、１０分の０.２以上は保育所等の子育て支援施設、その

他公共公益に資する用途といたします。容積率の最低限度は１０分の４０、建蔽率の最

高限度は１０分の６、敷地面積の最低限度は５００平方メートル、建築面積の最低限度

は２００平方メートルと定めます。 

 次に、Ｂ地区では、建築物の容積率の最高限度を１０分の１５と定めます。容積率の

最低限度は１０分の５、建蔽率の最高限度は１０分の７、敷地面積の最低限度は５００

平方メートル、建築面積の最低限度は２００平方メートルと定めます。 

 次に、壁面の位置の制限でございます。建築物の外壁またはこれにかわる柱は、原則、

計画図３に示す壁面線を越えて建築してはならないとしております。 

 次に、スライドをご覧ください。１号壁面は、高さ１０メートルまでは２メートルと

し、２号壁面は、高さ１０メートルまでは５メートルとし、それぞれの建築物の高さに

応じて段階的に壁面の位置の制限を定めます。３号壁面は、高さ１０メートルまでは４

メートルとし、建築物の高さに応じて段階的に制限を定めます。４号壁面は、中低層の

建築物を整備するＢ地区に係る制限のため、後退距離を２メートルと定めます。 

 次に、資料１の５ページをご覧ください。壁面後退区域における工作物の設置の制限

でございます。放射第２２号線及び補助第１０号線に面する壁面後退区域においては、

歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならないとしております。 

 次に、建築物等の高さの最高限度でございます。Ａ地区は２００メートル、Ｂ地区は

１７メートルと定めます。 

 次に、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限でございます。建築物等の色彩

は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。また、屋外広告物は、周辺環境との調和

や建築物等の一体性に配慮した意匠とするとしております。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料１の６ページをご覧ください。計画図１で

ございます。地区計画の区域及び地区整備計画の区域、再開発等促進区の区域を示して

おります。 

 次に、７ページをご覧ください。計画図２でございます。主要な公共施設及び地区施

設の配置を示しております。 
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 次に、１枚おめくりいただきまして、８ページをご覧ください。計画図３でございま

す。壁面の位置の制限を示しております。 

 次に、９ページをご覧ください。都市計画の案の理由書でございます。下から５行目

に記載のとおり、市街地再開発事業による土地利用転換の動きに併せて公共施設を整備

し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、周辺市街地と調和した

緑豊かで魅力ある複合市街地を形成するため、面積約１.７ヘクタールの区域について地

区計画を決定するものであるとしております。 

 地区計画の決定案についてのご説明は、以上でございます。 

 続きまして、第一種市街地再開発事業の内容についてご説明させていただきたいと思

います。大変お手数ですが、資料２の１ページとスライドをあわせてご覧いただきたい

と思います。 

 名称は、「西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業」、施行区域面積は、約１.

６ヘクタールで、先ほどご説明した地区計画区域からＣ地区を除く範囲でございます。

街区を、Ａ街区、Ｂ１街区、Ｂ２街区、Ｂ３街区の４つに分けております。 

 次に、公共施設の配置及び規模でございます。幹線街路は、区域北側に放射第２２号

線が既設でございます。また、地区東側の補助第１０号線は、今回の事業区域について

は幅員１５メートルに拡幅整備いたします。 

 次に、区画道路は、区域北側に区画道路１－１号として幅員８メートル、延長約１６

メートルの道路を新設整備いたします。また、区画道路１－２号、区画道路２号につき

ましては、舗装を再整備いたします。 

 次に、緑地は、区域南側に約２２０平方メートルの緑地を新設いたします。 

 次に、建築物の整備でございます。Ａ街区は、建築面積は約３,８００平方メートル、

延べ面積は、約９万７,０００平方メートル、主要用途は、住宅、事務所、店舗、ホテル

等でございます。高さの限度は、高層部２００メートル、中層部４０メートルでござい

ます。 

 寺社を再整備するＢ街区は、３つに区分しております。それぞれの街区の建築面積は、

Ｂ１街区、Ｂ２街区は約４５０平方メートル、Ｂ３街区は約３９０平方メートルでござ

います。延べ面積は、Ｂ１街区は１,０００平方メートル、Ｂ２街区は８００平方メート
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ル、Ｂ３街区は９００平方メートルでございます。また、主要用途は、神社及び寺院並

びにこれらに付属する建築物でございます。高さの限度は、いずれも低層部１７メート

ルでございます。 

 次に、スライドをご覧ください。建築物の高さの限度を図でお示ししたものでござい

ます。赤色で着色した範囲が高層部２００メートルで、ピンク色で示した範囲が中層部

４０メートル、青色で着色した範囲が低層部１７メートルでございます。高層部につい

ては、周辺への圧迫感を低減するため、敷地境界線からの離隔距離を確保いたします。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料２の２ページをご覧ください。「建築敷地の

整備」でございます。建築敷地面積は、Ａ街区が約７,４５０平方メートル、Ｂ１街区、

Ｂ２街区が約１,１００平方メートル、Ｂ３街区が、約６００平方メートルでございます。

整備計画は、広場、歩行者通路、歩道状空地、緑地を整備する。また、幹線街路や区画

道路の道路境界線から壁面を後退させる等を定め、地区計画の内容と整合させておりま

す。 

 次に、スライドをご覧ください。こちらは、計画建築物の南東上空から見たイメージ

パースでございます。Ａ街区に高層棟を配置することで、地区の南側に緑の拠点となる

まとまったオープンスペースを創出いたします。また、寺社と広場空間とを一体的に整

備することで、調和のとれた趣のある散策路を整備いたします。 

 こちらは、計画地の東側から見たイメージパースでございます。補助第１０号線が拡

幅整備され、ゆとりある歩行者空間が創出されます。また、沿道に建ち並んでいる旧耐

震基準の建築物が共同化されることにより、緑豊かな憩いの場となる広場空間が創出さ

れます。 

 次に、資料２の３ページをご覧ください。計画図１でございます。施行区域を示して

おります。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料の４ページをご覧ください。計画図２でご

ざいます。公共施設の配置及び街区の配置を示しております。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、５ページをご覧ください。計画図３でございま

す。建築物の高さの限度及び壁面の位置の制限を示しております。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料の６ページをご覧ください。都市計画の案
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の理由書でございます。下から４行目に記載のとおり、土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を図り、周辺市街地と調和した緑豊かで魅力ある複合市街地を形成

するため、面積約１.６ヘクタールについて、第一種市街地再開発事業を決定するもので

あるとしております。 

 第一種市街地再開発事業の決定案についてのご説明は以上でございます。 

 続きまして、「高度地区の変更」についてご説明させていただきます。 

 大変お手数ですが、資料３の１ページをご覧ください。こちらは、西麻布三丁目北東

地区地区計画決定に伴い、都市計画上の整合を図るため変更するものでございます。 

 １ページと裏面の２ページに制限の内容が書かれております。また、面積欄に上下に

数字が入っているところが今回変更する部分で、括弧内の数字が変更前の面積となって

おります。 

 次に、大変お手数ですが、７ページをご覧ください。計画図でございます。変更区域

を示しております。右下に凡例がございますが、変更区域Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのハッチの部

分は、これまで６０メートル高度地区、５０メートル高度地区、３５メートル高度地区、

１７メートル第２種高度地区がそれぞれ指定されておりましたが、地区計画により高さ

の限度を定めるため、指定なしに変更いたします。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、８ページをご覧ください。都市計画の案の理由

書でございます。下から５行目に記載のとおり、西麻布三丁目北東地区地区計画の決定

及び西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、市街地環境と土地利

用上の観点から検討した結果、面積約１.６ヘクタールの区域について高度地区を変更す

るものであるとしております。 

 高度地区の変更案についてのご説明は、以上でございます。 

 続きまして、「防火地域及び準防火地域の変更」について、ご説明させていただきたい

と思います。 

 大変お手数ですが、資料４の１ページをご覧ください。こちらにつきましても、地区

計画及び市街地再開発事業の決定に伴い、都市計画上の整合を図るために変更するもの

でございます。１ページ目の面積欄の上下に数字が入っているところが今回変更する部

分で、括弧内の数字が変更前の面積となっております。 
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 次に、１枚おめくりいただきまして、３ページの計画図をご覧ください。右下に凡例

がございますが、変更区域のハッチの部分、約０.４ヘクタールを、準防火地域から防火

地域へ変更いたします。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。都市計画の案の理由

書でございます。下から５行目に記載のとおり、「西麻布三丁目北東地区地区計画の決定

及び西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、都市防災上の観点か

ら検討した結果、面積約０.４ヘクタールの区域について、準防火地域を防火地域に変更

するものである」としております。防火地域及び準防火地域の変更案についてのご説明

は以上でございます。 

 最後に、今後のスケジュール等でございます。スライドをご覧ください。本日、当審

議会において都市計画の内容についてご了承いただければ、審議事項①から④につきま

しては、成案となります。なお、都市計画決定の告示につきましては、４月中旬を予定

しております。 

 続きまして、都市計画案に対して提出された意見書の要旨についてご説明させていた

だきます。大変お手数ですが、お手元に配付してある席上配付資料２をご覧いただきた

いと思います。意見書の要旨をご覧ください。提出された意見書は２通で、個人２名か

ら提出されております。資料の構成は意見書の要旨を左側に記載し、ご意見に対する区

の考え方を右に記載しております。提出された意見につきましては、賛成、反対に関す

る意見はございませんでした。 

 Ⅲ、その他の意見から、２、事業施行に関する意見でございます。区画道路１－２号

と区画道路１－１号について、車の通行を一方通行にしてもらいたいとのご意見です。 

 区の考え方といたしましては、特別区道第５１３号線は、現在、相互通行であり、沿

道建物へのアクセスに供している生活道路であるため、市街地再開発事業の実施に伴い

交通規制を変更する予定はありません。 

 市街地再開発事業の実施に伴う発生交通については、市街地再開発準備組合が港区環

境影響調査実施要綱に基づき予測・評価しており、駐車場出入り口を補助第１０号線沿

道に配置することにより、特別区道第５１３号線に交通負荷をかけない計画としており

ます。 
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 なお、具体的な施設建築物の計画につきましては、今後、準備組合において検討がな

されることになりますが、アクセス車両や荷さばき車両などの発生交通を計画敷地内で

円滑に処理する建物・施設運営となるよう、準備組合を指導していきますとしておりま

す。 

 次に、裏面の２ページをご覧ください。借家契約のご意見として、都市計画案に補償

に関する基本的事項、また、計画実施の時期・内容について盛り込むことを希望すると

のご意見です。 

 区の考え方といたしましては、都市計画に定める事項は都市計画法及び都市再開発法

に規定されており、補償や計画実施の時期・内容は都市計画に定める事項ではございま

せん。 

 市街地再開発の施行に伴う土地・建物所有者や借家人に対する補償につきましては、

都市再開発法に基づき、事業施行者である市街地再開発組合が適切に行うこととなりま

す。借家人に対して制度や補償の内容などを丁寧に説明するよう、引き続き準備組合を

指導していきますとしております。意見書の要旨のご説明は以上でございます。 

 大変長くなりましたが、ご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【只腰会長】  事務局の説明が終わりました。それでは、これから審議に入りたいと

思います。ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 阪本委員。 

【阪本委員】  ご説明ありがとうございました。２点ありまして、Ａ地区での容積率

の最高限度の緩和における住宅用途であったり、宿泊施設の用途であったりといった注

釈部分の決定経緯をお知らせください。 

 ２点目が、歩行者通路の１号を設置した後に、既存の横断歩道についてはどうなるか

というのは、今の段階で決まっているのでしょうか。よろしくお願いします。 

【只腰会長】  都市計画課長。 

【冨田都市計画課長】  Ａ地区における容積率の最高限度ということでございますが、

現況の容積率が加重平均で４０１％でございまして、それをＡ地区では９３０％まで容

積率を上げるものでございます。 
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 続きまして、歩行者通路を整備した後の横断歩道は残る形になります。よろしいでし

ょうか。 

【只腰会長】  １問目は内訳ですね。 

 再開発担当課長。 

【手島再開発担当課長】  申しわけありません。最高の容積率が９３０％になってい

て、その内訳となる住宅と、それから、宿泊施設との容積が限定列挙されているという

ことについてのご説明をさせていただきます。容積率が「１０分の６２以上は住宅の用

途とし」というのは、再開発等促進区を定める地区計画の容積を算定する上でのもとに

なっている根拠が、住宅を一定程度以上つくるということを前提に定めていますので、

それ以下ということになると割り増し容積率自体が下がってしまいますので、それを除

くために書いております。もう一つは、宿泊施設等の部分については誘導用途というこ

とになっていて、割り増された容積のうち、幾つの部分をそういう用途に使わなければ

いけないと規定されていますので、それをまた保証するために、こういう明示の仕方を

しているということです。 

【阪本委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【只腰会長】  よろしいですか。阪本委員、よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょう。どうぞ、真田委員。 

【真田委員】  １つ確認したいんですけれども、地区計画のところで、道路の方針と

して補助第１０号線を拡幅整備とありますけれども、ベースで使用されている都市計画

図だと補助第１０号線は１５メートルと書かれていて、これは既に都市計画決定がされ

ているのを実行するということでいいのでしょうか。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  委員ご指摘のとおり、今、都市計画道路として１５メートル

決定をされておりますが、現在１０メートルの状況でございまして、それをこの事業で

１５メートルまで拡幅するということでございます。 

【真田委員】  わかりました。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょう。 

 どうぞ、松谷委員。 
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【松谷会長代理】  すいません、ありがとうございます。松谷です。今、お話があっ

た補助１０号線に関することなんですけど、大きく２つありまして、１つ目は、これは

説明を見ると緊急輸送道路と書いてあるんですよね。今、緊急輸送道路については特に

地震のときに、例えば電柱が倒れてきちゃいけないとか、建物が倒れていちゃいけない

とかいうことで、東京都全体で特別な手当てをしていると思うんですけど、ここの地区

で、建物は当然再開発で堅牢なものが建つと思うんですけど、電線、電柱についてどこ

にも記載がないんですよね。当然こういうことをやるんだから、なくなるだろうとは思

うんですけど、あえて定めなくていいのかなと。左のほうに、これから道路拡幅が広が

っていくときのことにもなるし、そこはどういうふうに考えておられるかということを

確認したいのが１点目です。 

 ２点目は、今のをお答えいただいてからにしたいと思います。よろしくお願いします。 

【只腰会長】  土木課長。 

【佐藤土木課長】  補助１０号線の地中化の状況でございます。現在このスライドに

出ておりますけれども、緑色の部分が補助１０号線になっておりまして、今回の区域内

につきましては、緑色の丸で抜柱をする電柱と書いてありますので、補助１０号線の区

域内につきましては、全て電柱を抜柱するということになっております。 

【松谷会長代理】  それはこの事業でやるんですか、再開発で。 

【佐藤土木課長】  そうでございます。 

【松谷会長代理】  なるほど。そういうのは特に定めはしないんですか。前回か前々

回に、どこかで地中化をこれだけやりますよみたいなやつが、公共貢献で出てきたのか

な、何かあったと思うんですけど、今回どこにもないものですから、確認をしたい。 

【只腰会長】  再開発担当課長。 

【手島再開発担当課長】  この地区計画とあわせて再開発の都市計画決定をします。

こちらは、組合ができるためには事業認可をとらなければいけないわけですけれども、

その事業認可をする際に公共施設管理者協議というのを行う予定になっています。先ほ

ど土木課長が説明しましたけれども、道路の公共施設管理者が協議の中できちんと抜柱

をして、電線地中化をするようにということで指導して、これまでもやっているわけで

すけれども、そうした流れで実施していく予定になってございます。 
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【松谷会長代理】  わかりました。ありがとうございました。 

【只腰会長】  記載があるかどうかについて。 

 どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  記載は特にございませんが、今、東京都の都市開発諸制度を

使う場合には、エリア内を地中化するようにという形で運用指針のほうにそれが記載さ

れておりますので、特に都市計画図書には定めてございません。 

【只腰会長】  松谷委員。 

【松谷会長代理】  わかりました。ありがとうございました。 

 ２点目なんですけど、同じ１０号線の道路の使い方なんですけど、今回、せっかく拡

幅されるので伺いたいんですけど、席上配付資料１の１６ページに拡幅後の断面構成が

ありますよね。それで、歩行者は歩道状空地などをいろいろ整備するのでわかるんです

けど、伺いたいのは公共交通、バスと自転車なんです。コミュニティバスはここで走っ

ているのかどうか。走っていなくても、将来そういう可能性がないのか、そういうとき

にバス停をどうするのかというのが細かい１点目で、２つ目は自転車なんですけど、今、

東京都は自転車レーンの設置とかをかなり全面的に進めておられると思うんですけど、

この断面図を見ると、いわゆる路肩を使うしかないんですよね。せっかく歩道の片側が

歩道状空地で広がるので、せめてこの区間だけでももうちょっとちゃんとした自転車レ

ーンをつけてもいいのかなと。簡単に言えば、敷地側の歩道を少しずらして、道路の中

をあけて、そこに自転車レーンを表現できるぐらいの幅をとるということもあり得ると

思うんですけど、あまりそういうことはおやりになっていないんでしょうか。何かもっ

たいない気がいたしまして、伺いたい。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  まず、ここについてはコミュニティバスが走っている路線で

はございません。区道につきましては、歩道幅員が狭い関係から、当然自転車歩行者道

があったり、自転車通行帯があったり、区では主にナビラインという形で、路肩を利用

したような形で自転車走行空間を整備しているのが現状でございまして、こちらにつき

ましても、今後、警視庁とも協議してまいりますが、現状を鑑みますと、ナビラインで

自転車走行空間を整備したいと考えてございます。 
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【松谷会長代理】  そうですか。会長。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【松谷会長代理】  さっき申し上げたように、せっかく歩道上空地や通路をつくった

りして、結局歩道だけは２.５プラスセットバックしたところまで広がるわけですよね。

自転車のナビは矢印でしょう。何か自転車がちゃんと位置づけられていないなという気

がするので、事業はまだ先もあるので、こういう機会にちゃんとした自転車通行空間を

だんだん広げていくこともありかなという気もするので、ぜひ研究してみていただけれ

ばと思います。要望です。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょうか。 

 綱川委員。 

【綱川委員】  緑地１号なんですけれども、去年の年末に１０階か８階ぐらいの建物

ができたばかりなんですね。それで、今、世の中ではスクラップ・アンド・ビルドでは

なくてストックの時代だと言われていて、だけど、資源を大事にしようというところで

やっているんですけれども、これは建てたばかりで緑地という計画だと、あと、これが

竣工するときには、この建てたばかりのビルは取り壊して緑地にするということでよろ

しいのか、確認です。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  緑地１号の建ったばかりの現存の建物でございますが、こ

ちらの土地所有者との関係で、事業に進む前になかなか合意に至らずに建築されてしま

ったということになっております。一応現時点では、事業に参画するということで合意

は形成されてございますので、認可をとって事業を行う際には、この建物については除

却をされて区の緑地になるということで、都市計画の提案がされております。 

【只腰会長】  よろしいですか。ほかにいかがでしょう。 

 どうぞ、上田委員。 

【上田委員】  この計画はいつごろ完成するんですか。２つとも、西麻布と新橋・虎

ノ門と。 

【只腰会長】  新橋はまだですね。 

【上田委員】  ごめんなさい。失礼しました。西麻布です。 



19 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  西麻布の件につきましては、２０２５年、平成はもうない

んですけれども、平成３７年ごろを予定しております。 

【上田委員】  ２０２５年完成予定？ 

【手島再開発担当課長】  はい。そうですね。 

【只腰会長】  よろしいですか。 

【上田委員】  はい。ありがとうございました。 

【只腰会長】  近藤委員、どうぞ。 

【近藤委員】  １０ページの歴史・文化的な町並みが保たれていないというところで、

青と黄色と緑の地域があるんですけど、この３カ所は全てＢ地区に入るということにな

るんでしょうか。 

【只腰会長】  今日の席上配付の１０ページですか。 

【近藤委員】  はい。 

【只腰会長】  一番下の緑のところ、今の緑地のところですか。 

【近藤委員】  席上配付資料１の１０ページの下のほうにある青と黄色と緑の写真の

上に記されている建物というんですか、これが全て１６ページの上にあるＡ地区、Ｂ地

区、Ｃ地区とあるんですけど、Ｂ地区の中に入るというイメージでしょうか。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  席上配付資料の３８ページをご覧いただいていますでしょう

か。 

【近藤委員】  はい。 

【冨田都市計画課長】  ここにＢ１街区、Ｂ２街区、Ｂ３街区とございますが、こち

らのほうにそれぞれ配置するような形になります。 

【近藤委員】  わかりました。すいません。 

【只腰会長】  よろしいですか。 

【近藤委員】  はい。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょうか。 

 大滝委員。 
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【大滝委員】  まず、施設整備の内容についてお伺いしたいんですけれども、先ほど

説明の中でも、港区まちづくりマスタープランでは「国際色豊かな商業・業務・交流機

能の集積と、安全・安心で快適な居住機能が共存し、多くの人が集うまちづくりを推進

する」となっているわけですけれども、この点からすると住宅については、住宅総戸数

は幾つで、外国人向けといいますか、外国人仕様は幾つになるのかということと、その

ほか外国人向け施設がつくられるのかということ、あわせてホテルについても、そうい

った外国人向けといいますか、外国人仕様とか、あるいはそういうふうに決まっている

のかどうかわかりませんけれども、そういったふうになっていくのか、この辺について

お伺いしたいんですけど。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  住宅の整備についてですけれども、総戸数につきましては、

５５０戸を予定していると聞いてございます。このうち外国人向けといいますか、外国

人が一般的に好むであろう規模の大きな住宅ということで、２２０戸程度をそのうちの

予定として考えているということが住宅の分類になってございます。 

 それから、ホテルでございますけれども、ホテルは１００から１５０室程度のものを

予定して、中身につきましては、コンシェルジュも含めて外国の方が利用可能なような

ことを考えていると聞いてございます。 

 ホテルと、それから住宅の位置ですけれども、一番最上部のところにホテルが配置を

されておりまして、中間階の全体が住宅として配置をされているような形になっていま

す。その下に事務所、店舗等が入っているような形になってございます。 

【只腰会長】  大滝委員。 

【大滝委員】  あと、保育施設がつくられるということで説明があったんですけど、

ちょっと細かいですけれども、喫煙所なんかは設置されるという計画があるのかどうか。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  １階に設置を予定して、支所のほうと協議をしていると聞

いてございますけれども、具体的な配置の場所については、これから建築計画を詰めて

まいりますので、その際に決定するものと考えてございます。 

【只腰会長】  どうぞ。 
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【大滝委員】  それから、高度地区の変更で、説明では５０メートル、６０メートル

の高度地区が、実際、特例によって指定なしということで２００メートルの建物が建つ

わけですけれども、そういうことになってくると、絶対高さ制限というのがないように

なっていくんですけれども、このあたりの、区としては促進をしていく考えなのかどう

か、この考え方についてお伺いしたいんですが。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  区といたしましては、平成２６年９月に港区建築物の高さの

ルールの基本的な方針を策定し、この基本方針の中で、地域のまちづくりに貢献する優

良な建築計画に対しては、一定の高さまでの緩和を認めることで市街地環境の向上に資

する建築物の積極的な誘導を図るとし、地区計画制度により地区独自の高さのルールを

設ける場合は、そのルールを優先するとしてございます。土地の高度利用を図りながら、

計画的な複合市街地を誘導すべき地域は、絶対高さ制限を導入しないということでござ

います。 

 今回につきましても、老朽化した建物がございまして、都市機能の更新を図らなきゃ

いけないという課題がございます。当然旧耐震の建物があったり、道路の拡幅が必要と

いうことがございますので、地区計画を定め、市街地再開発事業で建物と公共施設を一

体的に整備する地域につきましては、高さの地域の特例を活用するという考え方でござ

います。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【大滝委員】  あと、一番最後に、再開発事業の現状についてお伺いしますけれども、

同意状況、所有者数、あるいは所有権者、それから借地権者、区分所有の場合は１戸と

いうことになるのかもしれませんけれども、同意状況についてそれぞれお伺いしたいん

ですが。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  同意状況でございますけれども、所有権者、借地権者、合

計ということでご説明をさせていただきたいと思います。所有権者につきましては、総

数で２７名ございます。このうち同意をいただいている方が２３.３４人、同意率が８６.

５％になってございます。内訳でございます。個人が９名、そのうち同意されている方
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が７.８７人、同意率が８７.４％になってございます。法人が１２人に同意していただ

いておりまして、８５.７％の同意率になってございます。区分所有建築物が４棟ござい

ます。そのうちの３.４８棟合意いただいておりまして、８６.９％の同意率ということ

になってございます。 

 借地権者です。総数は１０名ございます。同意していただいている方が９.６３人、同

意率は９６.３％となってございます。内訳でございますけれども、個人が８名、同意者

が８名で、これは１００％でございます。法人はございません。区分所有が２件ござい

まして、同意している方が１.６３人、８１.５％の同意率となってございます。 

 これらを合計いたしますと、総数として３７名の方がいらっしゃいまして、３２.９７

名の方が同意をしており、同意率は８９.１％になります。内訳でございますけれども、

個人が１７名、同意していただいている方が１５.８７人、同意率は９３.３％、法人が

１４人、同意していただいている方が１２人、同意率が８５.７％、区分所有者は６人、

同意していただいている方が５.１１人、同意率は８５.１％となってございます。 

 以上でございます。 

【大滝委員】  同意されていない方の理由についてお伺いしたい。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  同意されていない方の理由でございますけれども、資産の

整理や転出条件等を見据えながら、現在もまだ実際の事業の中でどういうふうに権利を

処分するのかということで、合意に至っていない方がいらっしゃること、それから、所

有者そのものが現時点でまだ不明になっているということがわかっているものでござい

ます。 

【只腰会長】  大滝委員。 

【大滝委員】  あと、すいません、借家人についても大変人数が多いということなの

で、件数と居住者の人数がわかればお願いしたい。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  借家人の状況でございますけれども、借家人は全体として

２７１件あると報告を受けております。 

【只腰会長】  どうぞ。 
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【手島再開発担当課長】  すいません、住宅については２４１戸が住宅の分類になっ

ていると聞いてございます。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  大変申しわけありません。居住状況についてまでは詳細を

把握してございません。 

【大滝委員】  ２４１戸ということですね。 

【手島再開発担当課長】  はい。 

【只腰会長】  大滝委員。 

【大滝委員】  結果的には、この人たちは追い出されていくということにもなってい

くかと思いますけど、その辺の区としての指導についてのあり方についてあわせてお願

いします。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  ここの街区は先ほどご説明しましたように、沿道にマンシ

ョンがたくさん建っておりまして、老朽化している建物ですので、当然建て替えをしな

ければならないことになっております。市街地再開発事業で実施するかどうかは別とし

て、結果的には家主さんと、それから借家人の方で協議をしながら、合意に基づいて転

出をしていただいて再建築するというのが、通常、法律上の当たり前の建前になってご

ざいますので、当然市街地再開発組合も同様の考えに基づいて、家主さんと、それから

借家人の方がよくお話し合いをいただいて補償していこうと考えております。 

 その際に、市街地再開発組合と家主さんと土地所有者、建物所有者との関係がどうな

るのかということに関しましては、それぞれの方が権利変換をされるものの中から、当

然のことながら家主さんが補償をしていきますので、そうしたシステムとか不動産に関

する知識とかがない状態で、家主さんと借家人の方が話し合いをしなければならなくな

ります。そういうことに関しては、当然さまざまな専門家を用意して、十分にご理解を

いただきながら、話し合いが円満に進んでいくように再開発組合が努力するよう、指導

してまいりたいと考えてございます。 

【只腰会長】  よろしゅうございますか。ほかにありますか。 

 ちょっと私から細かいんですけど、１点だけ。席上配付資料１の２６ページ、これは
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補助１０号線にかかる歩道橋、つまり歩行者通路１号の絵を、これは広い道路のほうか

らとっているんだと思うんですが、今回、再開発等促進区は補助１０号線の東のへりで

すよね。この通路はビルの中まで入っちゃっているんですけれども、決めるのは道路の

へりまでだと思うんですが、先方のビルの部分、お迎えに行って、向こう側の受け口の

部分は、これは既にできているのか、あるいは今回、再開発組合が費用を出すような形

で、先方のビルを直してもらってこういうふうにするのか、その辺を教えていただけま

すか。 

 どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  こちらのビルにつきましては、これを計画して絵を描く段

階で、今の準備組合とこちらのビルの管理組合もあわせてお話し合いをしておりまして、

当然のことながら、もともと抜けていませんでしたので、改装しながらつくることにな

ります。そちらについては市街地再開発組合ができた時点で、市街地再開発組合の費用

の中で充当して事業を行うものと考えてございます。 

【只腰会長】  わかりました。ほかにいかがでしょうか。 

 それじゃ、上田委員。 

【上田委員】  席上配付資料１の１８ページに区域の整備、開発とございまして、良

好な町並み景観を形成するため、建築物の高さ最高限度、それから、建築物の形態とか

色彩とかの制限を定めるとございますが、もうなさっているんでしょうか。特にこの地

域はさまざまな奇抜な色の建物とかございますけど、希望としては、港区は早くにきれ

いな色のそろった建物を建てていただきたいという願いがございます。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  先ほど参考資料として、席上配付資料の４１ページにイメー

ジパースという形で示させていただきましたが、具体的には景観計画を港区は定めてご

ざいますので、それに基づく景観協議というものがございまして、景観アドバイザーと

いう、建物や色彩や植栽に関する専門家と協議をしていって、よりよいものに外観等を

していきたいと考えますので、今後、建物計画が具体化していく中で、そういう指導を

港区が行ってまいります。 

【上田委員】  ありがとうございます。 
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【只腰会長】  よろしいですか。 

 松谷委員。 

【松谷会長代理】  すいません。先ほど自転車、バスのことを伺って、車なんですけ

ど、例えばホテル等もあるので、車の寄りつき、荷さばき、それからかなりの規模の建

物が建つので、附置義務も含めた駐車場、駐輪場、どこから入って、どこにあるのかが

今までの中ではないので、簡潔に教えていただきたい。 

【佐藤土木課長】  現在、そこのスライドのほう、補助１０号線沿いに出入り口は設

ける計画になっておりまして、この三角の赤と三角の青が出入りになっていますので、

裏の区道とかには回ることがなく、全て補助１０号線側から出入りになりますので、通

常の駐車場と、あとは荷さばき、こちらから入っていけることになります。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【手島再開発担当課長】  出入りについては、今、土木課長がご説明をしましたので、

自動車の部分の附置義務と、それから整備する台数の規模ですね、附置義務台数につき

ましては、住宅用としては１９０台が附置義務になっておりまして、実際に整備するの

は１９５台を整備する予定でございます。非住宅用途の附置義務につきましては９６台

が附置義務になっておりまして、整備は１１４台整備するということでございます。う

ち、この６台が荷さばきに該当する車になっておりますので、こちらは６台を整備する

と準備組合からは聞いてございます。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【松谷会長代理】  その全ての出入り口は、さっきおっしゃった補助１０号から、補

助１０号のそこってあれですよね、歩行者通路をつくるところですよね。イメージパー

スを見ると何かずっと緑もつながっていて出入り口がないように見えたので、実際には

こっち側につくると思います。結構な車の出入りがあると歩行者が配慮しなきゃいけな

いのね。とまんなきゃいけない。 

【只腰会長】  再開発担当課長。 

【手島再開発担当課長】  通常、時間が全部業務であれば集中発生というのは非常に

大きいんですけれども、住宅系とホテルでございますので、おそらく５分の１とか１０

分の１ぐらいの集中発生ではないかなと考えておりますので、横断に際してはきちんと
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ビル管理上、歩行者を優先しながら出庫、入庫するように指導してまいりたいと考えて

います。 

【松谷会長代理】  あと、駐輪場はどうですか。 

【手島再開発担当課長】  駐輪場につきまして、自転車の数でございますけれども、

住宅用で５５０台を考えております。それから、非住宅用としては１００台を想定して、

これは附置義務が８１台で１００台を設けるということで、全体としては、６５０台の

駐輪場を設けることにしております。 

【松谷会長代理】  わかりました。ありがとうございました。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、ないようですので、ただいまの案件についてお諮りをいたしたいと思いま

す。審議事項の１から４までは関連案件でございますので、まとめてお諮りをしたいと

思います。審議事項１から審議事項４までの都市計画につきまして、原案どおり異議の

ないものとして答申することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

【只腰会長】  ありがとうございました。賛成多数と認めます。このように決定いた

しまして、答申をいたしたいと思います。 

 それでは、引き続き審議事項の５につきまして、事務局からご説明をお願いします。 

【冨田都市計画課長】  続きまして、審議事項５についてご説明させていただきたい

と思います。引き続き、着座にてご説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  それでは審議事項５、東京都市計画環状第二号線新橋・虎ノ

門地区地区計画の変更について、ご説明させていただきます。こちらは東京都が決定す

る都市計画となります。資料５の計画図書に沿ってご説明いたしますが、本日配付いた

しました席上配付資料３のとおり、スライドもご用意いたしましたので、あわせてご覧

いただきたいと思います。 

 最初に環状第二号線新橋・虎ノ門地区のまちづくりについてご説明いたします。スラ

イドをご覧いただきたいと思います。 

 まず、計画地の位置でございます。赤色の一点鎖線で示している範囲が環状第二号線
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新橋・虎ノ門地区地区計画の区域で、青色で示したⅤ－２街区が今回の変更箇所でござ

います。地区周辺には紫色の破線で示した環状２号線周辺地区まちづくりガイドライン

が策定されており、地区計画の区域の一部には黄色で着色された範囲に環状二号線沿道

新橋地区街並み再生地区の指定がされております。 

 次に、まちづくりの経緯でございます。環状第２号線は昭和２１年３月に都市計画決

定されました。その後、平成１０年に立体道路制度を活用し、環状第二号線新橋虎ノ門

地区地区計画が都市計画決定され、環状２号線も一部が地下トンネルに都市計画変更さ

れました。あわせて、第二種市街地再開発事業が都市計画決定され、環状第２号線の整

備と虎ノ門ヒルズなどの建築物が段階的に整備されました。 

 次に、まちづくりガイドラインの策定でございます。区は、平成２４年３月に環状第

２号線の開通を契機とした一体的かつ計画的なまちづくりを誘導するため、環状二号線

周辺地区まちづくりガイドラインを策定いたしました。ガイドラインでは、地区別のま

ちづくりの方向性やポイントを示しており、環状第２号線沿道エリアについては、シン

ボルストリートの形成に向けて一体感のある沿道景観の整備や低層階のにぎわい施設の

誘導等を重点的な方策としております。 

 次に、街並み再生方針の指定でございます。ガイドラインで示す環状２号線沿道エリ

アのうち、黄色で着色された範囲については、平成２５年３月に東京のしゃれた街並み

づくり推進条例に基づき、環状第二号線沿道新橋地区街並み再生地区の指定を受けまし

た。街並み再生方針では、にぎわいと統一感のある街並みの形成、土地の有効利用の実

現、魅力と活力のある持続的なまちづくりの推進を目標としております。また、目標の

実現に向けて講ずべき措置として、街並み再生の貢献項目を定め、貢献度に応じた容積

率の割り増しのルールを明示しております。 

 次に、街並み再生方針を活用したまちづくりでございます。区は、東京都と連携し、

街並み再生方針の指定に向け、地区内の地権者の皆様と意見交換等を行ってまいりまし

た。また、環状２号線は平成２６年３月に新橋から虎ノ門地区までが交通開放されまし

たが、それ以降も街並み再生方針の活用に向けた勉強会等を実施し、まちづくりの誘導

を図っております。平成２７年２月には地区計画の区域を現在の区域に拡大するととも

に、街並み再生方針を活用した最初の事例であるⅧ－１街区を都市計画に定めました。
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本日、ご説明いたしますⅤ－２街区につきましては、５つ目の事例となります。 

 次に、街並み再生方針から地区計画への流れについて、ご説明いたします。街並み再

生方針は、全体の街並みをコントロールするためのルールを事前に明示することで、合

意形成が図られた街区から段階的に整備を進めることを可能としている制度です。用途

の制限や容積率の緩和等、街並み再生方針に示された内容を地区計画に定めることで、

街並み再生方針を活用した建てかえや共同化事業などが行われます。 

 次に、計画地の現況でございます。Ⅴ－２街区は、環状２号線と赤レンガ通りとの交

差点に面した街区で、小規模な事務所ビルが密集し、歩行者が気軽に憩うことができる

広場やオープンスペースが不足しております。また、既存の建物の正面が環状２号線に

向いていないなど、道路空間との一体性に欠ける街並みとなっております。 

 それでは、地区計画の変更内容について、ご説明いたします。大変お手数ですが、資

料５の１１ページをご覧ください。変更概要を用いまして、変更箇所及び追加箇所を中

心にご説明させていただきたいと思います。アンダーラインを引いた部分が、変更箇所

及び追加箇所でございます。スライドとあわせてご覧いただきたいと思います。今回の

変更は、Ⅴ－２街区の計画の具体化に伴い、地区整備計画の地区施設の配置及び規模と

建築物等に関する事項のみを変更いたします。 

 次に、地区整備計画でございます。今回追加するⅤ－２街区に関する変更でございま

す。最初に、地区施設の配置及び規模でございます。環状第２号線と赤レンガ通りに面

して、面積約１００平方メートルの地区広場３を新設整備いたします。また、地区内ネ

ットワーク道路である特別区道第１０１３号線と赤レンガ通り沿いに幅員０.５メート

ル、延長約９０メートルの歩道上空地７を新設整備いたします。 

 次に、建築物等に関する事項でございます。面積は約０.３ヘクタール、次に建築物等

の用途の制限でございます。建築物の地上１階部分の用途を、にぎわい施設に相当する

（１）から（４）の各号に掲げる用途以外に供する建築物は建築してはならないと定め

ます。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料５の１２ページをご覧いただきたいと思い

ます。建築物の容積率の最高限度は１０００％、建築物の敷地面積の最低限度は１００

０％と定めます。 
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 次に、壁面の位置の制限でございます。特別区道第１０１３号線及び赤レンガ通りに

ついては、８号壁面として道路境界から１.５メートル、環状第２号線沿道については、

９号壁面として道路境界から０.２メートルをそれぞれ壁面の位置の制限と定めます。 

 次に、建築物の高さの最高限度は８０メートルと定めます。 

 次に、建築物等の形態または色彩その他意匠の制限でございます。今回の変更では、

Ⅴ－２街区に環状第２号線に面して自動車出入り口を設けてはならない、また、環状第

２号線に面する地上１階部分については、建築物の長さの過半を、建築物等の用途の制

限で定める用途とするとともに、内部のにぎわいを表出するため、壁面にガラスなど、

透過性のある素材を使用すると定めます。 

 次に、スライドをご覧いただきたいと思います。建築物等の形態または色彩その他の

意匠の制限により、整備される建築物の低層部のイメージでございます。内部ににぎわ

いを表出するため、地上２層分を透過性のあるガラスファサードとし、隣接するⅤ－１

街区と連続した一体感のある計画となってございます。 

 次に、資料５の１３ページをご覧ください。計画図１でございます。図の中央右側の

Ⅴ－２街区と記載している部分が、今回、地区整備計画を追加する街区となります。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、１４ページをご覧ください。計画図２－１でご

ざいます。地上レベルの主要な公共施設と地区施設を示してございます。Ⅴ－２街区に、

先ほどご説明いたしました地区広場３と歩道上空地７を新設整備いたします。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、１６ページをご覧いただきたいと思います。計

画図３でございます。壁面の位置の制限について示しております。Ⅴ－２街区に、先ほ

どご説明いたしました８号壁面、９号壁面を定めております。 

 次に、大変お手数ですが、２３ページをご覧ください。都市計画の案の理由書でござ

います。下から３行目に記載のとおり、街並み再生地区内における魅力と活力を生み出

す沿道まちづくりを推進するため、Ⅴ－２街区の約０.３ヘクタールの区域内における地

区整備計画の策定に伴う地区計画の変更を行うものであるとしております。地区計画の

変更案についてのご説明は以上でございます。 

 次に、スライドをご覧ください。計画概要と南東側から見たイメージパースでござい

ます。 
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 最後に、今後のスケジュールでございます。本件につきましては、東京都決定の案件

であるため、５月開催予定の東京都都市計画審議会に付議されます。変更告示につきま

しては、６月を予定しております。 

 環状第二号線新橋・虎ノ門地区の変更についてのご説明は以上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

【只腰会長】  ありがとうございました。事務局の説明は終わりました。先ほど上田

委員からご質問のあった、完成時期について、もしわかっていたら最初に説明していた

だけますか。 

 どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  現在の計画でございますが、建物の着手がまず平成３２年の

着工を見込んでございまして、完成につきましては２０２２年の事業完了を目指してご

ざいます。 

【只腰会長】  ありがとうございました。 

 それでは、これから審議に入りますので、ほかにご質問ある方、挙手をお願いいたし

ます。松谷委員。 

【松谷会長代理】  松谷です。一つだけすいません。席上配付資料の１７ページで、

伺いたいのは壁面線の指定の仕方ですけど、隣の建物と壁面がそろっていくように、材

質も含めて、ガラスとか、ということで、ご説明の中では環状２号線側は沿道との壁面

の位置の統一とかって書いてあるでしょ。実際の壁面線の指定は、何メートルセットバ

ックって決めるわけですけど、この資料の１５ページに書いてあるように、これを超え

て建築してはならないということなので、この決め方、大体壁面線の指定の仕方って一

般的にこれですけど、それ以上下がってもいいわけです。そこら辺って実際にはどうい

う指導をされているんですか。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  環状第２号線につきましては、広幅員の道路でございまして、

当然、緑化空間等も街路樹なんかもきちっと植えてございます。それで、この０.２メー

トルにつきましては壁面緑化の空間として定めてございまして、そちらについて指導し

ているところでございます。 
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【只腰会長】  どうぞ。 

【松谷会長代理】  質問は、これを超えてはいけないということなので、建物側の都

合でもっと下がってもいいわけですよ、この決め方って。そろえるためには壁面線の位

置を、逆に言うと下がっちゃだめよって、ここまでにしてね、２０センチ下がって緑化

してねって指導しなきゃいけないし、向こうが「うん」って言ってくれなきゃだめなん

だけど、そこはどういうふうにされているんですかという質問です。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  まず１点目として道路幅員が４０メートルでありますので、

それ以上下がっても道路斜線とかのメリットは何も受けませんので、まず下がる必要が

ないと考えてございます。一方で、壁面線のところを０.２メートルに抑えることによっ

て、先ほど申したように街角のファサードがそろって、緑化空間をしっかりと整備して

いくという、これは街並み再生方針のルールに従ってまちづくりを誘導している関係か

ら、０.２メートルと定めてございます。 

【只腰会長】  いや、要するに、もっと下がりたいって言ったらどうするのか。そう

いう人いないと思うけど。 

 どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  当然、これは狭いところというか、街区再編をして、できる

だけ敷地を使いながら１階ににぎわい施設を入れて、にぎわいを創出するという街並み

再生方針の目的もございますので、事業なんかもトータルを踏まえて、事業者の判断に

なりますが、今のところ５つ事例がございますが、全部０.２という壁面後退線になって

ございますのが実情でございます。 

【松谷会長代理】  わかりました。言いたかったことは、超えてはいけないの部分を

言いたかったんですよ、２０センチかどうかじゃなくて。銀座でも、ファサードすごい

大事にしていて、以上という定め方がどうなのかという議論をしたことがあるんですけ

ど、これは旧建設省が出している解説が間違っています。要するに、壁面を決めるとい

うことが、権利の規制が厳し過ぎるから以上と定めるというようなことが書いてあるん

ですよ。だけど、そのときに担当部局に確認して、別に構わないという答えをもらって

いるんだけど、みんなそれにならっているものだから、みんな以上とか超えちゃならな
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いという定め方をしているんです。ほんとうに大事なところは、何メートル決めて、そ

れ以上でも以下でもだめよって決め方もできるので、ぜひそれを港区で実現していただ

いたらいいかなと思って、質問兼ねてした次第でございます。研究してみてください。 

【只腰会長】  どうぞ。 

【冨田都市計画課長】  今後、いろいろまちづくりがございますので、参考にさせて

いただきたいと存じます。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

【大滝委員】  意見だけ言っていいですか。 

【只腰会長】  どうぞ。大滝委員。 

【大滝委員】  反対というわけじゃないんですけど、私ども、こういった大規模な再

開発で古くから住んでいる人たちが追い出されるという点では、この環状２号線も同じ

ですけれども、ただ、今回の変更については、にぎわい施設とか、あるいは壁面の制限

とか、そういった点になるので、これは反対はしないという意見表明だけはしておきま

す。 

【只腰会長】  わかりました。 

 それでは、お諮りしてよろしゅうございましょうか。 

 それでは、お諮りいたします。審議事項の⑤につきましては、案のとおり異議のない

ものとして答申することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

【只腰会長】  ありがとうございます。全員賛成と認めます。このように決定いたし

まして、答申をいたします。 

 審議案件は以上となりますが、事務局から何か連絡事項ありますでしょうか。 

【冨田都市計画課長】  本日は、長時間にわたりましてご審議をいただき、まことに

ありがとうございます。 

 次回の開催でございますが、本年１０月ごろを予定してございます。開催につきまし

ては、事務局から改めてご連絡をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

【只腰会長】  ありがとうございました。それでは、本日の都市計画審議会はこれに
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て、終了いたします。ありがとうございました。 

午後３時２０分 閉会 


